
 

短期入所生活介護重要事項説明書 
（令和5年9月1日現在）　　　　　　　　 

　1　当施設が提供するサービスについての相談窓口 
　　電　話　　０４７９－７７－１３３１　 
　　　　（ 受付時間　原則　月～金曜日　午前８時３０分 ～ 午後５時３０分まで ） 
　　担　当　　前林　満裕美　　 
　　　＊　ご不明な点は、なんでもおたずねください。 
　2　ショートステイ　芝山苑、ユニットケア　芝山苑の概要 
　　（1）提供できるサービスの種類 

施　　設　　名 ショートステイ　芝　山　苑　 

所　　在　　地 千葉県山武郡芝山町山中字池ノ谷１３３７－１ 

介護保険指定番号 短期入所生活介護（千葉県　１２７６５０００３８号） 

施　　設　　名 特別養護老人ホーム　ユニットケア芝山苑　 

所　　在　　地 千葉県山武郡芝山町山中字池ノ谷１３３７－１ 

介護保険指定番号 短期入所生活介護（千葉県　１２７６５０００７９号） 

 
　　（2）同施設の職員体制 

  資　　格 常　　勤 非 常 勤 計 

管　理　者 
施設長認定講習
修了者 

1名  1名 

医　　　師 医師免許  1名 1名 

生 活 相 談 員 社会福祉主事、他 2名以上　  2名（兼務） 

管理栄養士 管理栄養士 2名  1名 

栄　養　士 栄養士 1名  1名 

機能訓練指導員 准看護職 1名  1名（兼務） 

介護支援専門員 実務研修修了者 1名以上  1名（兼務） 

事　務　職　員  3名 2名 5名 

介 
護 
・ 
看 
護
　 
職 
員 

正　看　護　師 2名 　 2名 

准　看　護　師 3名 2名 5名 

介　護　福　祉　士 17名 　 17名（兼務1名） 

１ ～ ２ 級 修 了 者 3名 1名 4名 

一般介護職 3名 1名 4名 

その他 2名 3名 5名 

 
 
　　（3）同施設の概要 
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　　　　　ショートステイ芝山苑 

定　　　員 １０　名 静 養 室 １室２床 

居　室 ４人部屋 ４室（１室45.35㎡） 医 務 室 １ 室 

 個　　室 　室（1室14.96㎡） 食　　堂 １ 室 

浴　　　室 一般浴槽と特殊浴槽が 
機能訓練
室 

１ 室 

  あります。 面 談 室 １ 室 

 
 
　　　　ユニットケア芝山苑 

　定員 ３０名／１ユニット　１０名（３ユニット） 
居室（個室） ３０室（１室１５㎡） 浴室 ３室（内１室特殊浴槽） 
生活協同室 ３室 ミニキッチン ３室 

　　　　※ユニットケアの場合は全室個室の空き部屋を利用となります 
 
 
　3　サービス内容 
　　①食事 
　　②入浴 
　　③介護 
　　④機能訓練 
　　⑤生活相談 
　　⑥健康管理 
　　⑦特別食の提供 
　　⑧理美容サービス 
　　⑨レクリエーション　等 
 
 
 
 
　4　利用料金 
　　（1）基本料金 
　　①施設利用料 

個室・多床室 1日あたりの利用料金 
介護保険適用時の一日あたりの自己負
担額 

要介護度1 6，030円 603円 

要介護度2 6，720円 672円 

要介護度3 7，450円 745円 

要介護度4 8，150円 815円 

要介護度5 8，840円 884円 

 

ユニットケア 1日あたりの利用料金 
介護保険適用時の一日あたりの自己負
担額 

要介護度1 7、040円 704円 
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要介護度2 7、720円 772円 

要介護度3 8、470円 847円 

要介護度4 9、180円 918円 

要介護度5 9，870円 987円 

 
※空床ショートステイの開始について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　空床ショートステイとは入居者が入院している期間に限り、その居室
をショートステイにて使用することを言います。入居者が退院となった場合にはショートステイ利用
期間中であったとしても利用終了していただき、通常通り入居者の方が居室のご利用となります。　
（居室割の調整等は行います。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
尚、空床ショート利用時は加算等の項目が変更となりますので利用時はご了承ください。 
 
　　②その他加算されるものについて 

項目 介護保険適用時の1日あたり
の自己負担額 

 

療養食加算（１食あたり） 8円 療養食を提供している場合。 

送迎加算 184円/片道 利用時に苑の送迎車利用された時。 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 22円 介護福祉士の有資格者が80％以上配置されて
いる。又は勤続年数者が35％以上 

サービス提供体制強化加算 
　　　　　　　　　　（Ⅱ） 

18円 介護福祉士の有資格者が60％以上配置されて
いる。 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 6円 
 

介護福祉士の有資格者が50％以上配置されて
いる。又は常勤職員75％又は勤続年数以上30
％以上 

夜勤配置加算（Ⅰ） 
ショートステイ芝山苑 

13円 夜間の人員配置に対し、1人分職員を増やし、
配置することで加算を算定　 

夜勤配置加算（Ⅱ） 
ユニットケア芝山苑 

18円 上記同様　 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
 
 

所定単位数に短期入所介
護加算率14.0％を乗じた単

位数　　 

厚生労働大臣が別に定める８つの基準をすべ
て満たす。 

介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 
 

所定単位数に短期入所介
護加算率13.6％を乗じた単
位数 

(Ⅰ)における（1）～（6）、（8）の基準を満たし、（7
）又は(8)の基準を満たす。 

介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 
 

所定単位数に短期入所介
護加算率11.3％を乗じた単
位数 

(Ⅰ)における（1）～（6）の基準を満たし、（7）の
①②又は③④の基準を満たす。 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ） 所定単位数に短期入所生
活介護加算率　9.0％を乗じ
た単位数 

(Ⅰ)における(1)～（6）の基準を満たす。 

   
 

   

   

緊急短期入所受入加算 
 
 
 
 
 

90円 
（７日、理由により延長し、１４
日を限度） 

居宅サービス計画において当該日の利用予定
の無い者が、介護者が疾病等のやむを得ない
理由により介護が提供出来ないため、指定居宅
介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の利
用と認めており、他の空床が使用できず、上記
（緊急短期入所体制確保加算枠）を利用した場
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 合に加算。 
機能訓練指導体制 12円 専従の機能訓練指導員を配置してる。 

看護体制加算(Ⅰ) 
※空床のみ算定 

4円 ショートステイ担当の看護師がいる。 

看護体制加算(Ⅱ) 
※空床のみ算定 

8円 ショートステイ担当の看護職員が1名以上配置し
ている。 

夜勤職員配置加算 13円 基準の夜勤職員より１人以上多く配置している。 

若年性認知症入所者受入れ加
算 

120円 若年性認知症と診断を受けた方を個別に担当
者を決め受け入れる。 

 
個別機能訓練加算 

 
５６円 

構成労働大臣が定める４つの基準を満たした施
設において、機能訓練を行った場合に加算 

 
 
医療連携強化加算 
 

 
 

５８円 
 

構成労働大臣が定める４つの基準に適合し、か
つ厚生労働大臣が定める９つの状態にある利用
者に対し、短期入所者生活介護を行なった場合
に加算。ただし、在宅中重度者受入加算を算定
している場合は算定出来ない。 
 
 

長期利用者に対する減算 
 

－３０円 
（３０日を超えた日から上記
単位数を減算） 

居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一の指
定短期入所生活介護事業所を連続して３０日を
超えて利用している場合。 

認知症行動・心理症状緊急 
対応加算 
 

200円 
（7日を上限とする） 

認知症の行動心理症状の為、在宅での生活が
困難で緊急に受け入れが必要と医師が判断し
た方を受け入れた場合。 

在宅中重度者受入れ加算   
利用している訪問看護事業所に健康上の管理
等を行っていただく場合。 
 

・認知症専門ケア加算(Ⅰ) 3円 ・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ 
以上の人が利用者の100分の50以上。 
・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症
高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の人が20人未
満の場合は1人以上。 
当該対象者数が19人以上を超えて10又は箸数
を増す毎に1を加えて得た数以上配置し、専門
的な認知症ケアを実施。 

・認知症専門ケア加算(Ⅱ) 4円 ・認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たし、
且、認知症介護指導者養成研修修了者1人以
上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等
を実施。 
・介護、看護職員毎の認知症ケアに関する研修
計画を作成し、実施又は実施を 
予定。 
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・生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100円 1 訪問・通所リハビリテーション 

事業所、もしくは医療提供施設のPT、OT、

ST又は医師の助言に基づき、短期入所生活

介護事業所の機能訓練指導員等が共同して

利用者の身体状況等の評価及び、個別機能

訓練計画の作成を行う。②個別機能訓練計

画に基づき、利用者の身体機能又は生活機

能向上を目的とする機能訓練の項目を準備

し、機能訓練指導員等が利用者の心身の状

況に応じた機能訓練を適切に提供。③機能

訓練指導員等がPTと連携し、個別機能訓練

計画の進歩状況等を3か月に1回以上評価

し、必要に応じて訓練内容の見直し等を行

う。 

・生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200円 1 PT等が短期入所生活介護事業所 

を訪問し、機能訓練指導員等と共同してア

セスメント、利用者の身体の状況等の評価

及び、個別機能訓練計画の作成を行う。 

（Ⅰ）②、③の項目を満たす。 

・口腔連携強化加算 50円 加算に必要な条件をすべて満たしている場

合。 

 
負担割合 
※サービス費の自己負担額は、介護保険負担割合証に示された割合を乗じた金額です。 
 
 
 
2 　居住費（滞在費）・食費 
ショートステイ芝山苑 

 
ユニットケア芝山苑 
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対象者 区　分 
居住費(滞在費) 

食費 
多床室 

生活保護受給者 利用者負担 
０ ３００ 

 第1段階 

世帯 
非課税 

市
町
村
民
税 

年金収入等の金額が 利用者負担 
４３０ ６００ 

80万円以下の方 第2段階 
年金収入等が80万超 利用者負担 

４３０ １０００ 
120万円未満の方など 第3段階① 
年金収入等が120万超 
266万円未満の方など 

利用者負担 
第3段階② 

４３０ １３００ 

上記以外の方 利用者負担 
１０７０ １６００ 

※施設との契約により設定 第4段階以上 

負担限度額認定証を受けている場合は認定証に記載している負担限度額とします。 
〈食費内訳〉 
 朝食 昼食 夕食 
利用者負担第4段階以上の方 ４８０ ６４０ ４８０ 

対象者 区　分 居住費(滞在費) 食費 



 

 
 
 
 
　（2）その他の料金 
　　①理美容費　　　　　　実費1,000円 
　　②特別な食事　　　　　実費 

③送迎費 
　　　サービス提供地域内　山武郡・山武市・東金市・成田市・八街市・富里市・多古町　　　　　　　

　　厚生労働大臣の定めるところによる 
　　　サービス提供地域外　　上記以外の地域においては、30分につき500円とし、上限を2000円と

する。 
　　　　　　　　　　　　　　（運転手1名・付き添い1名・計2名を含む） 
　　　※土曜日・日曜日・祝日は送迎がない為、時間は要相談となります 

④ショート用テレビ貸出　１日１００円（２週間以内の利用者が該当） 
⑤その他 

　　　・上記の他　外出行事参加費用、教養娯楽費１日１０円（クラブ活動材料費等） 
おやつ代１日１１０円は自己負担となります。 

 
　　（3）キャンセル料 
　　　 利用前にお客様のご都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料が 
　　　 掛かります。 

1 利用前の前日午後5時までにご連絡いただいた場合 無　　料 

2 利用日の当日午前9時までにご連絡がなかった場合 1日の利用料の50％ 

 
 
　　（4）利用中の中止 
　　　 利用途中にサービスを中止して利用終了する場合、利用終了までの日数を基に 

計算します。 
　　　 ＊　以下の事由に該当する場合、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 
　　　　 ・　利用者が中途利用中止を希望した場合。 
　　　　 ・　利用日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合。（熱発・感染症等） 
　　　　 ・　利用中に体調が悪くなった場合。 
　　　　 ・　他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合。 
　　（5）支払方法 
　　　　短期入所生活介護、ご利用の翌月5日前後に請求書を交付・郵送致いたします。 
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個室 
生活保護受給者 利用者負担 

８８０ ３００ 
 第1段階 

世帯 
非課税 

市
町
村
民
税 

年金収入等の金額が 利用者負担 
８８０ ６００ 

80万円以下の方 第2段階 
年金収入等が80万超 利用者負担 

１３７０ １０００ 
120万円未満の方など 第3段階① 
年金収入等が120万超 
266万円未満の方など 

利用者負担 
第3段階② 

　１３７０ １３００ 

上記以外の方 利用者負担 
　２０６６ １６００ 

※施設との契約により設定 第4段階以上 

負担限度額認定証を受けている場合は認定証に記載している負担限度額とします。 
〈食費内訳〉 
 朝食 昼食 夕食 
利用者負担第4段階以上の方 ４８０ ６４０ ４８０ 



 

お早めにお支払いください。（月初めが連休の場合は遅れる事もございます。） 
　　　　お支払いいただきますと、利用者に対し領収書を発行します。 
　　　　お支払い方法は、持参払い・銀行振り込みとなります。 
 
 
　5　サービスの利用方法 
　　（1）サービスの利用申し込み 
　　　 まずは、お電話でお申し込みください。 
　　　 ご利用期間決定後、契約を締結いたします。なお、ご利用の予約は3ヶ月前 
　　　 からできます。 
　　　 ＊　居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員と 

ご相談ください。 
 
 

　 
（2）サービス利用契約の終了 
　　①　お客様のご都合でサービス利用契約を終了する場合 
　　　　実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、文書でのお申し出により、 
　　　　いつでも解約できます。　この場合、その後の予約は無効となります。 

②　自動終了 
　　　　・　お客様が介護保険施設に入居した場合（介護老人保健施設を除く） 
　　　　・　お客様がお亡くなりになった場合 
　　　　・　介護保険給付でサービスを受けているお客様の要介護認定区分が非該当 
　　　　　（自立）と認定された場合 
　　　　　＊この場合に限り、予約を有効にしたまま、契約条件を変更して再度契約 

することができます。 
　　　　・　お客様が、サービス料金の支払いを1ヶ月以上遅延し、料金を支払う 
　　　　　　よう催告したにもかかわらず、7日以内に支払われない場合、お客様や 
　　　　　　そのご家族などが当施設や当施設の従業員に対して本契約を継続し難いほ 
　　　　　　どの背信行為を行った場合、または、やむを得ない事情により施設を閉鎖 
　　　　　　もしくは縮小する場合は7日前までに文書で通知することにより、サー 
　　　　　　ビス利用契約を終了させていただくことがございます。なお、この場合、 
　　　　　　契約終了後の予約は無効となります。 
 
 
　6　当施設のサービスの特徴 
　　（1）運営の方針 
　　　 管理者や従業者は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に 
　　　応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その 
　　　他の日常生活上の世話を行うことにより、利用者の心身の機能の維持及び家族の 

身体的並びに精神的負担の軽減を図るよう支援する。 
　　　 利用者の家族との連携を図るように努めるとともに、実施に当たっては地域住民 

又はその自発的な活動等との連携及び、協力を行う等の地域との交流に努める。 
　（2）サービス利用のために 

事　　項 有　無 　　　備　　　　　考 

男性介護職員の有無 ○  

従業員への研修の実施 ○ 随時実施しています 

サービスマニュアルの作成 ○  

身体的拘束 ×  

その他   
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（3）施設利用に当たっての留意事項 

①面会 

原則、10：00～17：00　 

事前に電話予約をし、ロビー面会エリアにて１０分～２０分の面会でお願い致します。 

3 外出 

コロナ感染予防対応中は不要不急の外出はお控えいただくようお願い致します。 

前日までにご連絡下さい。 

③飲酒、喫煙 

飲酒は原則苑内禁止、・喫煙は苑管理にて、所定の場所で可能。 

4 金銭・貴重品の管理 

やむを得ず持ち込む場合はご利用者各自で保管し、自己責任となります。 

⑤所持品の持ち込み 

氏名記入のうえ、持ち込まれるものを職員へお声かけ下さい。（衣類等も） 

⑥病院受診 

病院受診は原則、ご家族様の送迎にて受診となります。 

体調不良時等も当苑からご家族様へ電話連絡をし、病院受診をお願いします。 

当苑の施設車両では病院受診は行いませんのでご了承して下さい。 

緊急時はご家族に連絡後、救急搬送致します。 

（継続ショートにて主治医が高根病院の場合、通常の受診はご相談があります。） 

⑦宗教活動・ペット 

原則、苑内禁止 

⑧持ち込みの食品・飲み物にについて 

ご利用者様にお持ちいただいた食品は必ず看護師・介護士が確認にし、お預かりする 

こととなります。尚、ご本人の状態によってはお返しする事もございます。 

⑨居室の利用（通常利用及び空床利用） 

　通常利用とは短期入所生活介護専用の居室（10床）を利用することをいいます。 

空床利用とは一般入居者が入院している期間に限り、短期入所生活介護の居室として使用する 

ことを言います。 

その為、一般入居者が退院となった場合には利用期間中であっても利用終了していただく場合がありま

す。（居室割の調整等は致します） 
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7　緊急時の対応方法 

　　　 ご利用者に容体の変化等があった場合は、医師に連絡する等必要な処置を講ずる 
ほかご家族の方に速やかに連絡し、救急搬送致します。 

 
　8　非常災害対策 
　　　・災害時の対応　職員等は火災等を発見した場合、直ちに消防機関へ通報すると 

共に、大声で他の職員及び苑内にいる者に知らせ、苑内のいる者 
　　　　　　　　　　　の避難誘導に全力をあげること。 
　　　　　　　　　　　地震時、防火責任者は全職員に指揮し、下記使用設備器具等から 
　　　　　　　　　　　の出火防止措置を行う。 
　　　　　　　　　　　職員は、苑内にいる者に対して必要な指示をし、混乱防止に努める。 
　　　　　　　　　　　避難は、防災機関からの避難命令又は防火責任者の判断により 

開始する。 
　　　・防災設備　　　スプリンクラー設備・火災通報装置・誘導灯・自動火災報知設備 
　　　　　　　　　　　消火器・避難器具・非常警報設備 
　　　・防災訓練　　　年間行事計画による（年３回実施） 
　　　・防火責任者　　高根　完 
 
　9　サービス内容に関する相談・苦情 

1 　当施設ご利用者相談・苦情担当　　　生活相談員　 
電　話　０４７９－７７－１３３１ 
 

・第三者委員　　　内藤　節子 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０４７６－９３－１０４０ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　粕谷　智浩 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　０９０－３０９５－９４８０ 

　　②　その他 
　　　　当施設以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受けつけています。 

・市町村名　　芝　山　町　役　場 
　　　　担　　当　　福祉保健課　　　　　　　電　話　０４７９－７７－３９１４ 
 

・千葉県国民健康保険団体連合会　　　　　電　話　０４３－２５４－７３１８ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 10　当法人の概要 
 
　　名　称・法人種別　　　社 会 福 祉 法 人　徳　栄　会 
　　代表者役職・氏　名　　理　事　長　　　髙根　　宏 
　　本部所在地・電話番号　　千葉県山武郡芝山町山中字池ノ谷１３３７－１ 
　　　　　　　　　　　　　　　０４７９－７７－１３３１ 
　　定款の目的に定めた事業　1、第一種社会福祉事業 
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　　　　　　　　　　　　　　2、第二種社会福祉事業 
　　　　　　　　　　　　　　3、居宅介護支援事業 
　　　　　　　　　　　　　　4、その他これに付随する業務 
　　施設・拠点等　　　　　特別養護老人ホーム　　　　　4ヶ所 
　　　　　　　　　　　　　短期入所生活介護　　　　　　2ヶ所 
　　　　　　　　　　　　　通所介護　　　　　　　　　　2ヶ所 
　　　　　　　　　　　　　在宅介護支援センター　　　　2ヶ所 
　　　　　　　　　　　　　（うち居宅介護支援事業所　　　2ヶ所） 
 11　その他 
 
　短期入所生活介護ご利用に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な 
事項を説明しました。 
 
　　　　　　　　　　　　　　事業者 
　　　　　　　　　　　　　　　千葉県山武郡芝山町山中字池ノ谷１３３７番１ 
　　　　　　　　　　　　　　　ショートステイ　芝山苑 
　　　　　　　　　　　　　　説明者 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前林　満裕美　　　　 
 
　私は、契約書及び本書面により事業者から短期入所生活介護について重要事項の説明を 
受けました。 
 

令和　　　年　　　月　　　日　　　 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　利用者（契約者） 
　　　　　　　　　　　　　　　 
 
　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　代理人 
　　　　　　　　　　　　　　　 
 
 
　　　　　　　　　　　　　　　氏　名 
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